
第 44 回 高輪築堤調査・保存等検討委員会【部会①】 
 

日時：2024 年 6 月 5 日（水） 

部会①・部会②・部会③ 10:00～12:00（予定） 

場所：TKP ガーデンシティ PREMIUM 品川高輪口 
 

次 第 

 

【部会①】 

(１) 開会 

 

(２) 調査の進捗について                          【資料１】 

 

(３) TAKANAWA GATEWAY CITY 第Ⅱ期エリア（５・６街区）の確認調査について 【資料２】 

 

(４) その他                            

 

(５) 閉会 

 
 
 
※なお、資料のなかで個人に関する情報や事業の関係等で非公開である情報については、 
一部表現を修正しています。その他、写真・図について一部訂正や出典等の加筆・修正をして
います。 
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←京急第２ビル

No.1

砕

石

空洞空洞空洞空洞

GL=+2.25ｍ GL=+2.25ｍ GL=+2.28ｍ GL=+2.28ｍ
No.2 No.3 No.4

＋2.0ｍ

＋1.0ｍ

±0ｍ

-1.0ｍ

-2.0ｍ

-3.0ｍ

-4.0ｍ

No.1

No.2

No.3

No.4

【凡例】

黄褐色ロームブロック土（埋立て土）

黄褐色ロームブロック土＋黒色ブロック土（盛土）

暗灰色粘質土（泥土）

黒褐色シルト（貝混じり）

軟質シルト（自然堆積層）

硬質粘土（自然堆積層）

S=1/ 40

【調査所見】

・自然堆積層（硬質粘土層＋軟質シルト層）は、

TP-1.0ｍ付近で安定的に確認されている。

・自然堆積層の上に貝片が混じる黒褐色シルト層

（貝混じりシルト層）があり、その上にローム土

を主体とした埋立土を確認した。

・コアサンプル中に、構造物の一部と見られる木

片や石片は、確認されなかった。

【資料１】
京急連立事業（１工区）の仮受杭施工に伴うボーリング調査について

No.1 No.2 No.3 No.4



資料 2 

2024（令和 6 年）.6.5 

作成：港区教育委員会 

 

 

TAKANAWA GATEWAY CITY 第Ⅱ期エリア(5・6 街区)における 

高輪築堤跡の確認調査について 

 
１. 調査の目的 

本調査は、TAKANAWA GATEWAY CITY 第Ⅱ期エリア(5・6 街区）(以下、5・6 街区)内に残存す

る高輪築堤跡（遺構）の全容を把握し、遺構の文化財的評価と保護措置を検討するための知

見を得ることを目的とする。 

 

２. 調査対象 

調査の対象は 5・6 街区内の未調査範囲を中心とし、高輪築堤本体の残存状況等の確認、付帯

構造物や築堤構築前後の遺構の確認を行うものとする。 

 

３.調査方針 

  ・高輪築堤調査・保存等検討委員会（以下、「検討委員会」という。）の指導・助言を得て調査 

   を実施する。 

・「高輪築堤跡の調査の方針について」（最新版：2023 年 1 月 11 日）を基本とし、1～4 街区 

 及び 5・6 街区内の既往調査の成果を踏まえ、計画的に実施する。 

 

4.調査体制 

・本調査は、文化財保護法第 99 条第１項に基づき、港区教育委員会（以下、「区教委」という。）

が事業者の協力を得て実施する。 

 ・調査にあたっては、調査工程表を含む実施計画書を事前に作成し、変更が生じた場合は都度 

関係機関と協議を行う。 

 ・調査の進捗は、定期的に調査関係組織（区教委、事業者等）が立ち会いの上で確認し、状況 

に応じて区教委が調査方法等の指導・指示を行うものとする。 

 

5.調査方法 

・対象範囲内にトレンチを設定して行う。 

・調査位置やスケジュール等については、現地の状況を踏まえ、関係機関と調整の上で     

検討する。 

 

6.調査成果の公開 

 ・本調査の成果は、検討委員会で報告の上、議事録とともに速やかに公開する。 

 ・広く調査成果を周知するために、事業者と協力して現場見学会等を実施する。 
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TAKANAWA GATEWAY CITY  第Ⅱ期エリア(５・６街区）の確認調査について
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国指定史跡範囲（2021．9．17告示）

凡例

記録保存

現地保存・一部記録保存（土中）

周知の埋蔵文化財包蔵地範囲

【資料２】
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今回の確認調査対象範囲

【既往調査範囲の現地調査期間】※2024年５月28時点

①2021年５月24日～2022年１月14日
②2021年６月21日～2022年８月３日
③2021年５月24日～2021年11月５日
④2021年５月24日～2022年２月７日
⑤2022年７月６日～2023年４月19日
⑥調査中
⑦2021年９月27日～2021年10月28日

⑧2021年９月27日～2022年２月16日
⑨2020年９月１日～2021年７月14日
⑩2019年５月30日～2019年６月３日
⑪2021年４月19日～2022年９月30日
⑫2021年３月１日～2022年９月30日
⑬調査中

６街区

⑤泉岳寺駅改良事業地区

⑬品川駅改良事業地区
　（人工地盤杭部）


